
 

 

規 約 

制定 平成１０年０７月１７日 

改正 平成１７年０５月２４日 

改正 平成１８年０５月１２日 

改正 平成２１年０６月０２日 

改正 平成２３年０６月１０日 

改正 平成２４年０６月１１日 

改正 平成２７年０６月１６日 

改正 平成２９年０４月２７日 

改正 平成３１年０４月２６日 

改正 令和 ２年０７月３１日 

改正 令和 ６年０５月２１日 

 

第１章 総則 

第１条 本会は、麻布小地区防災協議会と称する。 

第２条 本会は、事務局を、麻布小学校におく。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 本会は、災害発生時に、地区内の防災会等の住民防災組織、事業所等が

互いに連携をとり、協力し合って、地域ぐるみの安全確保を図ることを

目的とする。 

第４条 本会は、会員同士の相互の交流を重視した活動を行うことを目的とす

る。 

第５条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 

   （１）防災思想の啓蒙普及に関すること。 

   （２）防災責任者の委嘱、その他防災上必要な諸施設の拡充強化に関す

ること。 

   （３）防災訓練の実施及び防災訓練の協力に関すること。 

   （４）その他、行政が行う防災活動に対する協力に関すること。 

 

第３章 組織 

第６条 本会は、麻布小学校学域内に居住し、学域内に関係のある法人及び 

関係団体にして、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。 

   ２ 当地区は東西に広く、災害時の区民避難所は「麻布小学校」と 

「六本木中学校」の２ヶ所とし、地区内を麻布小ブロックと 



 

六本木中ブロックとする。 

   ３ 新規に入会しようとする団体又は個人は、会長の推薦によって入会

できる。 

脱会は自由とする。 

 

第４章 会員及び会費 

第７条 本会の会員を下記のとおりとする。 

   （１） 正会員 

   （２） 賛助会員 

第８条 本会の会員は、次の基準により会費を納めるものとする。 

   （１） 正会員は、年額１万円とする。 

   （２） 賛助会員（学校・ＰＴＡ、地域・行政、アドバイザー）は、会

費は免除とする。 

 

第５章 顧問及び相談役 

第９条 本会に、顧問及び相談役をおく。 

２ 顧問は、本会の会長経験者とする。 

   ３ 相談役は、学識経験のある有志並びに本会に貢献のあった者の中か

ら理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。 

   ４ 顧問および相談役は、役員の業務執行につき必要な助言、指導を行

うことが出来る。 

   ５ 顧問および相談役は、総会・理事会に出席し意見を述べることが出

来る。但し、議決権は無いものとする。 

 

第６章 役員及び任務 

第１０条 本会に、下記の役員をおく。 

   （１） 会長   １名 

   （２） 副会長   ９名（内６名は、校長・園長３名と PTA代表者３名

をもって充てる） 

   （３） 専務理事  1名 

   （４） 理事   １０名 

   （５） 会計    １名 

   （６） 監査    ２名 

第１１条 役員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

    ２ 期のなかばにおいて役員に選任された者の任期は、前任者の残存

期間とする。 

    ３ 役員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでは、その



 

職務を行う。 

第１２条 役員は、下記の方法により選出する。 

   （１） 会長、副会長は、理事会の推薦により総会においてこれを決め

る。 

   （２） 理事は、地区内の防災会等の住民防災組織の代表者とする。 

   （３） 会計及び監査は、会員の中から理事会の推薦により総会におい

てこれを決める。 

   （４） 会計は、会計経理の業務を行う。 

   （５） 監査は、会計経理の業務を監査する。 

    

第７章 会議 

第１３条 （１）定時総会は、会員の出席をもって年 1回開催し、議長は会長

が務める。 

     （２）臨時総会は、会員の出席をもって必要の都度開催し、議長は

会長が務める。 

     （３）理事会は会長、副会長、専務理事、理事、事務局長、事務局

員をもって構成し年２回、専務理事が招集し、議長を務め

る。 

                （４）幹事会は、会長、副会長、ブロック長、事務局長をもって構

成し、必要の都度、開催する。 

     （５）全体会議は、会員の出席をもって必要の都度、開催する。 

     （６）会議の決定は、出席の過半数による。同数の場合は、議長が

これを決定する。 

 

第８章 会計 

第１４条 本会の経費は、会費及び助成金等をもってこれに充てる。 

第１５条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日終わる。 

 

第９章 ブロック会 

第１６条 本会に、避難所の運営をする組織として「ブロック会」をおく。 

   ２ ブロック会の組織構成は、下記の通りとする。 

    （１）麻布小ブロックは、次の８組織とする。 

我善坊町防災会、飯倉防災会、麻ノ葉住民防災組織、麻布市兵衛町防

災会、今井町防災会、六本木市西町会防災会、アークヒルズ自治会防

災会。谷箪町会防災会。 

①ブロック長・・ ・・１名 

②副ブロック長・・・・２名 



 

    （２）六本木中ブロックは、次の３組織とする。 

六本木町会防災会、竜土防災会、材木町防災会。 

①ブロック長・・ ・・１名 

②副ブロック長・・・・２名 

 

第１０章 アドバイザー 

第１７条 本会に、アドバイザーをおく。 

   ２ アドバイザーは、防災活動の主体となる防災の専門知識・技能を持つ

有志で、会長がこれを委嘱する。 

   ３ アドバイザーの組織構成は、下記の通りとする。 

     （１）麻布消防団第一分団 

     （２）麻布消防団第三分団 

 

附則 

第１８条 本会会則は、理事の３分の１以上の出席による総会の３分の２以上

の決議を経なければ変更することが出来ない。 

第１９条 会則施行に必要な事項は、理事会においてこれを定める。 

第２０条 麻布小地区防災協議会事務（麻布小学校）の外に事務員をおき、麻

布小地区防災協議会の事務を行う。 


